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１）委託する業務の目的の明確化 

医療保険者は、業務を委託する前に、健診・保健指導業務全体の目的、理

念を明確にし、実施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを

決めていくが、委託する業務はどのような理念に基づき、その目的は何かを

明確にし、それを委託先の事業者に伝えることが重要である。 

具体的には、委託に際して作成する基準などに理念や目的が表現されるこ

とになるが、このことによって、適切な事業者を選定することができる。ま

た、委託後に事業者と事業の目的を共有することができ、このことで協働す

る関係が構築でき、効果的、効率的な事業の実施につながる。 

 

２）保健指導の質の評価 

委託に当たって、保健指導の質を確保する仕組みを導入することが必要で

ある。 

１つは、事業者の選定に際して、保健指導の質を基準とすることである。

保健指導の質は、サービス提供者の技術と熱意が関係することから、選定時

にサービス提供者の技術の程度（資格及び研修体制、マニュアルの有無、指

導成果の実績等）を医療保険者に所属する専門職の目を通して確認すること

が重要である。 

 ２つめは、保健指導業務の終了後に、その評価を行うことである。例えば、

対象者の満足度調査を行う、次年度の健診結果や対象者の生活習慣の改善度

をみる、そして健診結果とレセプトの突合による保健指導の効果をみるなど

の方法が考えられる。その結果により、事業者に対して保健指導の質の改善

を促すことや、改善の見込みがない場合には、契約を更新するかについて検

討する必要がある。 

  ３つめは、委託業務に関する情報交換と情報公開である。これは、各都道

府県に設置されている保険者協議会などを活用して、事業者の資質に関する

情報交換等を行い、他の医療保険者の目を通した評価を行うことも必要であ

ろう。 

 

３）委託した業務と生活習慣病対策全体の連動 

 保健指導業務の委託には、前述したように様々な委託方法があるが、どの

ような委託を行ってもその業務は生活習慣病対策の一部であり、ポピュレー

ションアプローチを含めた対策全体といかに連動させていくかが重要である。 

事業者が地域や事業所で行われているポピュレーションアプローチを理解

し、このような社会資源を個々の対象者に対する保健指導に活用することを、

委託業務の中に位置づけることが必要である。このためには、医療保険者は、

事業者と十分な情報交換を行うとともに、地域や事業で行われているポピュ

レーションアプローチに関する活動を提示することが必要となる。そして、

医療保険者は、常に生活習慣病対策全体を視野に入れて、事業の運営に当た


